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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の
概要は以下のとおりであります。

１. 職務執行の基本方針
当社は、以下の企業理念および行動指針を取締役、監査役および使用

人の職務執行に当たっての基本方針としております。
【企業理念】

当社は、永遠なる企業発展を追求し、且つ適正なる利益の確保ととも
に、株主、取引先、顧客、使用人、その他地域社会の住民の方々ととも
に繁栄する企業を目指して豊かな社会づくりに貢献いたします。その実
現のために、当社の経営理念である「健康づくり・幸福づくり・人づく
り」をコンセプトに、より愛されより親しまれる企業を目指して、医薬
品配置販売業を「ふれあい業」と位置づけ、独自の「トータルライフ・
ケア」を推進し、心のこもったサービスで顧客の期待に沿うべく、誠心
誠意をモットーに信頼される企業を目指して邁進しております。

また、社会からの要請や期待に応え信頼を得ることによって、持続的
な発展を目指す企業となるため、ＣＳＲ（社会的責任）を積極的に推進
していきます。

【行動指針】
① 顧客満足度の向上を目指し、常に顧客第一をモットーに情熱をもっ

て行動する。
② 顧客の幸福と健康づくりを本分とし、感謝と奉仕の精神を忘れない

で行動する。
③ 地域、社会環境、地球環境と調和した企業活動を行う。
④ 働きやすい環境をつくり、フォア・ザ・チームとチャレンジ精神に

よって互いを高め、より高い成果を作り上げる。
⑤ 創造的な技術を駆使し、顧客が安心して使用できる商品づくりをす

る。
⑥ 自己研鑽と人材の育成に努め、仕事のプロフェッショナルを目指

す。
⑦ 事業活動に関わる法令、社内規程および倫理綱領を守り、企業不祥

事を防止し、真摯で且つ正直な行動をする。
⑧ 組織内に属する全ての役職員は、当社の「（企業）理念マップ」に

よる理念を良く理解し、事業活動の目的達成のため、その業務の有
効性および効率性を高めることに努める。

⑨ 財務諸表および財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の
信頼性を確保する。

⑩ 限られた経営資源を効率的かつ有効的に活用し、利潤を追求する。
付記：倫理綱領に「民事介入暴力・反社会的勢力との関係遮断」とい

う項目を設け、「私たちは、民事介入暴力・反社会的勢力から
の不当な要求には絶対に応じません。問題が起これば、警察お
よび顧問弁護士と連携のもと毅然たる態度で対処します。」と
謳っております。
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２. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保
するための体制

（コンプライアンス体制の構築）
(1) 取締役会は、法令順守のための体制を含む内部統制システム構築に関

する基本方針について、定期的に見直しを行い、課題の改善に努め
る。

(2) 取締役および使用人は、行動指針に基づき、社会人として、企業人と
してふさわしい倫理観、価値観をもって行動する。

(3) 取締役は、それぞれの担当部門において、社会規範、法令、社内ルー
ルの順守について自ら範を示しつつ、部門内での指導を徹底すること
を第一の責務と認識する。併せて、毎月１回の取締役会には、監査役
が出席して、各取締役の業務執行状況、リスク管理状況、法令･社内規
則の順守状況等を検証するとともに、取締役相互の牽制機能の有効性
を確認する。

(4) 社内コンプライアンス体制をさらに、有効・強固なものにするため
に、各部署の代表である委員（取締役、他）からなる組織『中京医薬
品コンプライアンス委員会』の活動を活性化する。なお、必要に応じ
て、顧問弁護士も参加する組織とする。

(5) コーポレート・ガバナンスをはじめコンプライアンスについての認識
高揚のための研修を年１回以上開催し、取締役は言うに及ばず主任以
上の役職者等も参加し、認識を一層深めることにしている。

(6) 内部統制プロジェクトにより、内部統制全般に亘っての諸施策を推進
する。

(7) 当社は、取締役および使用人における企業倫理意識の向上、法令順守
のため「倫理綱領」を定め、半期ごとに何が実行されたかを各担当部
課長から社長ヘレポートを提出し、意識の高揚に努める。

(8) 当社は、内部通報（ヘルプライン）体制を設け、取締役および使用人
が、社内外においてコンプライアンス違反行為が行われ、または、行
われようとしていることに気付いたときは、速やかに、本社人事総務
部担当者（社内相談窓口）、または、顧問弁護士（社外窓口）に通報
（匿名も可）することを定める。なお、通報内容は原則、情報提供者
名削除の上（ただし、通報者の承認を得た場合、この限りにあらず）
直ちに、社長に報告するものとする。会社は、通報者に対して「不利
益な扱い」を一切行わないものとする。

(9) 反社会的勢力とは如何なる面でも関係を一切持たないとの基本方針を
取締役、執行役員および使用人に周知徹底するとともに、反社会的勢
力への対応部署を設置し、警察等の外部機関との協力体制を維持強化
する。

（運用状況）
ⅰ. 「倫理綱領」を制定し、全ての役職員が法令および定款に則って行動

するように徹底させ、レポート提出による意識高揚を図っている。ま
た、反社会的勢力との関係遮断も明記され周知徹底するとともに警察
等の外部機関との協力体制を構築している。さらに、コンプライアン
スについて年１回以上の研修を行い認識向上に努めている。

ⅱ. 内部統制監査によるモニタリングを通じ、法令義務違反が発生した場
合または恐れのある場合は厳正な調査を行い、客観的に事実関係を見
極め、適切な対処方法を選択するとともに、再発防止を図っている。
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ⅲ. 「ヘルプライン規程」を制定し内部通報制度を整備し、全ての役職員
の職務執行における法令違反について早期発見と是正を図っている。

３. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1) 当社は、取締役会、その他の重要な会議の意思決定に関する情報、取

締役決裁その他重要な決裁に関する情報等については、「文書管理規
程」に基づき、記録・保存・管理を行うものとする。なお、取締役お
よび監査役は、これらの文章（電磁的記録も含む）等を必要に応じて
閲覧できるものとする。

(2) 取締役会は、法令および証券取引所の「適時開示規則」により、情報
の開示を定められた事項に関しては、速やかに開示を行うものとす
る。一方、「内部情報管理規程」に準拠して、未公表の内部情報の管
理を厳密に行い、インサイダー情報に基づく自社株式の不正売買を防
止する。

（運用状況）
ⅰ. 取締役会議事録は「取締役会規則」にて、重要事項に関する稟議書等

の取締役の職務執行に関する情報（文書または電磁的記録）は「文書
管理規程」等の社内規程に基づき、適切に保存および管理されてい
る。

ⅱ. 「適時開示規則」に則り定められた情報の開示を速やかに行うととも
に、「内部情報管理規程」を制定しインサイダー情報を厳密に管理し
法令諸規則の順守を徹底している。

４. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社のリスク管理を体系的に定める「リスク管理規程」を制定し、同

規程に基づくリスク管理体制の構築および運用を行う。
(2) 「リスク管理委員会」の下部組織に「リスクマネジメントチーム」を

発足させ、各部署より提出された「過大（重要）リスク管理による予
防対策・緊急時用対策」を検討し、特にリスクを発生させない環境づ
くり（予防対策）の推進を目的とする。なお、「リスクマネジメント
チーム」にて検討した結果、重要事象については「リスク管理委員
会」へ意見を具申し、判定・解決を得るものとする。また、チーム内2
人1組の班体制によって、各部門より提出された「予防対策・緊急時用
対策」を精査し、問題があれば各部門長に報告するとともに、リスク
管理体制の組織的改善への取組みを促進する。

(3) 不測（緊急）の事態が発生した場合には、「リスクマネジメントチー
ム」を経由せず、その事象に対する処理の意思決定を速やかに行うた
めに設置された「中京医薬品コンプライアンス委員会」を開催し、適
切且つ迅速な対応を行い損害を最小限に留める体制を取ることとす
る。なお、必要に応じて顧問弁護士に問題を具申し、意見を求め危機
管理に当たることとする。

(4) 各部署の業務に付随するリスク管理は、「リスクマネジメントチー
ム」の下部組織に設けられた「リスクマネージャー」が行うものとす
る。各部署における「リスクマネージャー」は、リスクの原因および
防止の方法ならびに業務体制の改善方法について検討し、「リスクマ
ネジメントチーム」への提言を行うものとする。また、「リスクマネ
ージャー」は、リスク管理についての部内への周知徹底を行うものと
する。
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（運用状況）
「リスク管理規程」に従って、「リスクマネジメントチーム」が当社に関
わるリスクの識別、分析を行い、「リスク管理委員会」がリスク情報を一
元的・網羅的に収集・評価して、重要リスクを特定するとともに、その重
要性に応じたリスクへの対応を図っている。

５. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の職務執行の効率性確保のため「取締役会規則」、「職務権限

規程」等の社内規程を順守する。
(2) 定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定ならびに各取締役

の担当業務に関する職務執行状況等の審議を行う。
(3) 一方、経営効率の向上および意思決定のスピードアップならびに現場

の緻密な情報把握のため、取締役および執行役員ならびに監査役以外
の者（主として、各部担当部長、課長）を取締役会に出席させ、その
部署よりの付議案全般に亘っての意見および説明を求めることとす
る。

(4) 執行役員制度の活用により、経営上の意思決定、監督機能と業務執行
機能との分離による迅速且つ効率的な経営を推進するとともに、取締
役会審議の活性化・実質化を図る。

(5) 業務運営については、全社的な目標として2025年度を初年度とする中
期計画を積極的に推進する。

（運用状況）
ⅰ. 原則として月に１回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨

時取締役会を開催し、法令や定款に定める事項、業務執行に関する決
議を行っている。また、各組織の職務分掌と各職位の責任と権限を
「職務分掌規程」、「職務権限規程」により明確化し、業務の組織的
かつ効率的な運営を図っている。

ⅱ. 執行役員制度を導入し、経営の迅速化を図っている。
ⅲ. 中期計画、事業計画等を策定し、月次決算において達成状況を確認・

検証の上、その対策を立案・実行している。

６. 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための
体制
当社は、子会社等はございません。

７. 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報
告に関する体制

(1) 取締役および使用人から監査役に対する報告は、法令の規定事項の他､ 
次の事項とする。
① 当社の業務・財務に重大な影響・損害を及ぼす恐れのある事実があ

ることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告する。
② 当社の役職員が法令または定款に違反する行為をし、または、これ

らの行為を行う恐れがあると考えられるときは、その旨、直ちに監
査役に報告する。

③ 当社に影響を及ぼす重要事項に関する決定については、適宜、監査
役に報告する。

④ 当社の業績および業績見込みの重要事項開示内容については、直ち
に監査役に報告する。
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⑤ 内部監査室の責任者は、内部監査の実施状況または業務遂行の状況
については、直ちに監査役に報告する。

⑥ 監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた取締役および
使用人は、速やかに当該事項につき報告を行う。

(2) 監査役は、経営に対する監視機能の強化と重要な意思決定の過程や業
務の執行状況を把握するため、取締役会、その他重要な会議に出席す
るとともに、稟議書他業務執行に関わる重要な文書を閲覧し、必要が
ある場合は、取締役および使用人に説明を求めることとする。

（運用状況）
ⅰ. 当社の取締役および業務執行を担当する執行役員は、監査役の出席す

る取締役会・常務会等の重要な会議において随時その担当する業務の
執行状況の報告を行っている。また、稟議書他業務執行に関わる重要
な文書を監査役が閲覧できる体制を構築している。

ⅱ. 当社の取締役および使用人は、法令等の違反行為等、当社に著しい損
害を及ぼす恐れがある事実について、発見次第、直ちに当社の監査役
または監査役会に対し報告を行っている。

ⅲ. 内部統制監査の実施状況や重要事項の開示内容は直ちに監査役に報告
している。

８. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当
該使用人の独立性ならびに実効性に関する事項

(1) 監査役より補助使用人の要請があった場合には、取締役会で検討した
上で配置する。

(2) 監査役の要請に基づいて補助使用人を配置する場合、補助使用人は当
然、取締役から独立し、専ら監査役の指示命令に従うものとする。

（運用状況）
「監査役会規則」にて監査役の補助使用人に関する独立性ならびに実効性
を確保する事項を定めている。

９. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の
当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する
事項
当社は、監査役がその職務の執行について、必要な費用の前払い等の請
求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。

（運用状況）
ⅰ. 監査の実効性を確保するために、監査役の職務の執行上必要と見込ま

れる費用についてあらかじめ予算を計上している。
ⅱ. 緊急または臨時に拠出した費用についても、法令に則って会社が前払

いまたは償還している。
ⅲ. 監査役は監査費用の支出にあたってその効率性および適正性に留意し

ている。

１０. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役は、法令･定款および当社の「監査役会規則」ならびに「監査役

監査基準」に定める監査役の重要性を十分に認識した上で、監査役監
査が有効に行われるための実効性を確保する。

(2) 監査役は、監査の品質･効率を高めるため適宜、会計監査人である、監
査法人 東海会計社と情報、意見交換等を行うなど緊密な連携を図るも
のとする。また、社長と定期的に意見交換を実施し、他の取締役に対
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しても随時、意見交換を行うものとする。
(3) 監査役は、当社の各部門長および現場使用人から個別ヒアリングを適

時行うとともに的確な指示を行い、必要且つ重要な事案については取
締役会にて意見を報告し、担当取締役および必要に応じて出席した使
用人よりヒアリングを行うものとする。

(4) 取締役および使用人に対して、コンプライアンス確保のための教育、
監査および指導を実施する。

（運用状況）
ⅰ. 会計監査人である監査法人 東海会計社と適宜、情報・意見交換を行

うとともに、取締役社長や他の取締役ならびに各部門長と個別に意見
交換やヒアリングを行い監査の品質・効率を高めている。

ⅱ. 各部門、営業所、ショップおよびプラントにおいて監査役往査に協力
するとともに、内部監査部門も適宜、監査内容を報告するなど、監査
役と連携することにより、監査役監査の実効性向上に協力している。
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（ 2025年４月１日から
2026年３月31日まで ）

　（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資本準備金

そ の 他
資 本
剰 余 金

資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金
合 計圧縮記帳

積 立 金
別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 681,012 424,177 103,445 527,622 64,585 56,181 727,610 729,120 1,577,497 △296,672 2,489,460

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △54,346 △54,346 △54,346

当 期 純 利 益 83,612 83,612 83,612

自己株式の取得 △5 △5

自己株式の処分 △718 △718 4,650 3,931

準備金から剰余
金 へ の 振 替

△200,000 200,000 － － －

税率変更による
積立金の調整額

2 2 2

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － △200,000 199,281 △718 － 2 － 29,266 29,268 4,644 33,195

当 期 末 残 高 681,012 224,177 302,726 526,904 64,585 56,183 727,610 758,387 1,606,766 △292,027 2,522,655

評価・換算差額等

純 資 産 合 計
その他有価証券評価差額金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 36,648 36,648 2,526,109

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △54,346

当 期 純 利 益 83,612

自己株式の取得 △5

自己株式の処分 3,931

準備金から剰余
金 へ の 振 替

－

税率変更による
積立金の調整額

2

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

18,740 18,740 18,740

当 期 変 動 額 合 計 18,740 18,740 51,936

当 期 末 残 高 55,389 55,389 2,578,045

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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① 有形固定資産

　　（リース資産を除く）

定率法、ただし、1998年４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得

した建物附属設備及び構築物については定額法によっ

ております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　３～50年

② 無形固定資産

　　（リース資産を除く）

定額法、なお、耐用年数については、法人税法の規定

する方法と同一の基準によっております。ただし自社

利用のソフトウエアについては、社内の利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。

個別注記表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・商品、委託商品 月次移動平均法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

・製品、仕掛品 総平均法による原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

・貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額

を計上しております。

② 賞与引当金 従業員への賞与の支給に備えるため、将来の支給見込

額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しておりま

す。

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。また、数理計算上の差異は各発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間内の一定年数（５年）

による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌

事業年度から費用処理することとしております。

④ 株式給付引当金 株式給付規程に基づく従業員の当社株式の給付に備え

るため、当事業年度末に係る要給付額を見積り計上し

ております。なお、要給付額はポイント付与総数に信

託が自社の株式を取得したときの株価を乗じて算定し

ております。
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(4) 重要な収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び

当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりでありま

す。

　小売部門では、常備配置薬、保健品、ドリンク等の商品を一般家庭向けに販売しており、

主に顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。なお、当該部門で行っている

医薬品等の配置販売については、期末日までの顧客の消費を合理的に見積り収益を認識して

おります。

　卸売部門では、常備配置薬、保健品、ドリンク等の商品をフランチャイズ加盟店を中心と

する小売業や同業他社への販売と除菌消臭関連商品や飲料等の生活流通商品を中心とする一

般流通市場向けに販売しており、このような商品の販売については、顧客に商品を引き渡し

た時点で収益を認識しております。ただし、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される

までの期間が通常の期間である場合には出荷時点で収益を認識しております。なお、卸売部

門の直送取引については、仕入先から顧客に対する出荷時点で収益を認識しております。

　売水事業部門では、主にミネラルウォーターの製造及び販売を行っており、このような商

品及び製品の販売については、顧客に製品を引き渡した時点で収益を認識しております。た

だし、出荷時から当該商品及び製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間であ

る場合には出荷時点で収益を認識しております。

２. 会計上の見積りに関する注記

固定資産の減損損失

(1)　当事業年度の計算書類に計上した金額

　　　　　有形固定資産　　1,640,640千円

　　　　　無形固定資産　　   47,864千円

　　　　　減損損失　　　　 　24,260千円

(2)　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　　当社は、資産を事業所ごとにグルーピングしております。営業活動から生じる

損益が継続してマイナスになっている等により減損の兆候があると認められる場

合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿

価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定します。減損損失の

認識が必要とされた場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を

認識しております。

　　割引前将来キャッシュ・フローの見積りにあたっては、当社の事業計画におけ

る事業所別の部門損益及び過去の実績等を加味し、また、不動産価額については

外部の専門家から取得した不動産鑑定評価書に基づいております。これらの見積

りは、決算時点で入手可能な情報等に基づき合理的に判断しておりますが、各事

業所の顧客数及び売上等の計画には予測不能な事業環境の変化などによって不確

実性を伴うため、実際の回収可能価額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計

算書類に影響を及ぼす可能性があります。
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建物 216,389千円

土地 844,232

計 1,060,622

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,024,625千円

273千円

　　　場所 　　用途 　　種類

藤枝営業所他3営業所 事業用資産 　建物、のれん

建物  1,741千円

のれん 22,519

計 24,260

３. 追加情報

（従業員向け株式給付信託）

　　当社は、2016年２月12日開催の取締役会において、従業員の帰属意識の醸成と企業経営へ

の参画意識を持たせ、従業員の長期的な業績向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚を図

るとともに、中長期的な企業価値向上に資することを目的とした従業員インセンティブ・プ

ラン「従業員向け株式給付信託」(以下「本制度」という。)を導入することを決議いたしま

した。

(1) 取引の概要

　　本制度は、予め定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し

て、その役職等に応じて付与されるポイントに基づき、当社株式を給付する仕組みでありま

す。

　　従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得

し、信託財産として分別管理するものとします。

(2) 信託に残存する自社の株式

　　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純

資産の部に自己株式として計上しております。

　　当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、55,679千円、197,444株であります。

４. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

　上記の物件は、短期借入金480,000千円及び１年内返済予定の長期借入金109,992千円

及び長期借入金270,022千円の担保に供しております。

５. 損益計算書に関する注記

(1) 当事業年度において期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚

卸資産評価損が売上原価に含まれております。

(2) 減損損失の内容は以下の通りであります。

　  当事業年度において当社は以下の資産について減損損失を計上しました。

　当社は資産を事業所ごとにグルーピングしております。

　事業用資産については、営業から生じる損益が継続してマイナスであり、資産グループの

固定資産簿価を回収できないと判断した事業所について帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、減損損失として特別損失に計上しております。

　その内訳は次の通りであります。

　なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。
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株式の種類
当事業年度期首
の株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末の
株式数（株）

普通株式 11,660,734 － － 11,660,734

株式の種類
当事業年度期首
の株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末の
株式数（株）

普通株式 1,001,252 27 16,022 985,257

決　議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

2025年６月26日
定時株主総会（注）

普通株式 27,146 2.5
2025年
３月31日

2025年
６月27日

2025年11月11日
取締役会（注）

普通株式 27,182 2.5
2025年

９月30日
2025年

12月10日

決議予定 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2026年６月25日
定時株主総会（注）

普通株式 27,182 利益剰余金 2.5
2026年
３月31日

2026年
６月26日

６. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

(2) 自己株式の数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株式数には、従業員向け株式給付信託口が保有する当社株式（当

事業年度期首206,134株、当事業年度末197,444株）が含まれております。

　　　普通株式の自己株式の株式数の増加27株は、単元未満株式の買取による増加27株であり

ます。普通株式の自己株式の株式数の減少16,022株は取締役に対する譲渡制限付株式報酬

としての自己株式の処分による減少7,332株、従業員向け株式給付信託口から従業員へ売

却による減少8,690株であります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

（注）配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）に対する配当金515千円
（従業員向け株式給付信託口515千円）（2025年３月31日基準日）及び株式会社日本カス
トディ銀行（信託口）に対する配当金510千円（従業員向け株式給付信託口510千円）
（2025年９月30日基準日）を含んでおります。

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度となるもの

（注）配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）に対する配当金493千円
（従業員向け株式給付信託口493千円）を含んでおります。
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未払事業税等 4,975千円

賞与引当金 53,150

返金負債 2,021

退職給付引当金 49,398

株式給付引当金 11,762

長期未払金 56,018

貸倒引当金 2,113

減損損失 24,935

商品評価減 181

その他 19,347

評価性引当額 △93,124

繰延税金資産合計 130,780千円

圧縮記帳積立金 25,776千円

前払年金費用 24,645

その他有価証券評価差額金 23,283

繰延税金負債合計 73,706千円

繰延税金資産の純額 57,074千円

７. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　繰延税金資産

　　繰延税金負債
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区分
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

投資有価証券（※２） 101,295 101,295 －

　資産計 101,295 101,295 －

長期借入金（※３） 664,714 664,714 －

　負債計 664,714 664,714 －

８. 金融商品に関する注記

(1)金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

　当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定し、また、資金調達について

は銀行借入による方針であります。デリバティブ取引は、行っておりません。

② 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒され

ております。当該リスクに関しては、当社の与信管理規程に従い、与信管理部署であ

るコーポレート推進部財務課において、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うと

ともに、主な取引先の与信状況を年度ごとに把握する体制としております。

　投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関して

は、コーポレート推進部財務課において定期的に時価や発行体の財務状況等を把握す

る体制としております。

　営業債務である電子記録債務及び買掛金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日

であります。

　長期借入金は、主に設備投資資金、長期運転資金及び「株式給付信託（従業員持株

会処分型）」組成に伴う信託口に係る資金調達です。

　ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達

を目的としたものであります。

　変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。借入金の金利変動リ

スクについては、定期的に市場金利の状況を把握しております。また、営業債務や借

入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、流動性リスクに晒されており

ます。流動性リスクについては、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理

しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2026年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。

(※１)「現金及び預金」、「受取手形」、「電子記録債権」、「売掛金」、「電子記録

　　   債務」、「買掛金」及び「短期借入金」については短期間で決済されるため時価が帳簿

価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(※２) 市場価格のない株式等（貸借対照表計上額2,500千円）は、「投資有価証券」には

含まれておりません。

(※３) 長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含めております。

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券

　株式 94,006 － － 94,006

　その他 7,288 － － 7,288

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金（※） － 664,714 － 664,714

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において

形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格

により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプッ

ト以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに

時価を分類しております。

①　時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：千円）

②　時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：千円）

（※）長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含めております。

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

　上場株式及び上場投資信託は相場価格を用いて評価しております。上場株式及び上場投

資信託は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しておりま

す。

長期借入金

　長期借入金のうち、変動金利によるものの時価は帳簿価額と近似していると考えられる

ため、当該帳簿価額によっています。また、固定金利のものについては、元利金の合計額

を借入期間に応じた利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分

類しています。

９. 賃貸等不動産に関する注記

記載すべき重要な事項はありません。

１０. 関連当事者との取引に関する注記

記載すべき重要な事項はありません。
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区分
家庭医薬品等販売事業

売水事業部門 その他 合計
小売部門 卸売部門

顧客との契約から

生じる収益
3,898,269 1,909,446 759,751 1,840 6,569,307

当事業年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 548,366千円

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 583,047

契約資産(期首残高) 53,184

契約資産(期末残高) 57,013

(1) １株当たり純資産 241円49銭

(2) １株当たり当期純利益 7円84銭

１１. 収益認識に関する注記

（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

（2）収益を理解するための基礎となる情報

　「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「重要な収益及び費用の計上基準」に記

載のとおりであります。

（3）当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

　①契約資産及び契約負債の残高等

　契約資産は、主に家庭医薬品等販売事業（小売部門）における委託商品において、

進捗度の測定に基づいて認識した収益にかかる未請求売掛金であります。契約資産

は、顧客の検収時に売上債権（顧客との契約から生じた債権）へ振替えられます。

　②残存履行義務に配分した取引価格

　　当初に予想される契約期間が１年以内のため、記載を省略しております。

１２. １株当たり情報に関する注記

　（注）株主資本において自己株式として計上されている従業員持株会信託口及び従業員向け株

式給付信託口が所有する当社株式は、１株当たり純資産の算定上、期末発行済株式総数

から控除する自己株式数に含めており、また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平

均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

期末の当該自己株式の数　197,444株　　期中平均の当該自己株式の数　202,411株

１３. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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